
 

   市川市事業キャラクター等の作成等に関する要綱  

 （目的）  

第１条 この要綱は  、事業キャラクター等の作成及びデザイン等の使用に係

る手続その他の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、本市が有する

著作権又は商標権の目的となっている事業キャラクター等の適正な管理を図

ることを目的とする。 

 （定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

 ⑴ 事業キャラクター等 本市が行う事業の意義、魅力等を発信し、当該事

業の効果を上げるために作成した本市のキャラクター又はロゴマークを

いう。ただし、一定期間のみの利用に限るものは除く。  

 ⑵ デザイン等  事業キャラクター等のイラスト若しくは名称、着ぐるみ等

の立体物・ロゴマーク又はこれらに準ずるものをいう。  

 ⑶ デザインガイドマニュアル デザイン等の利用方法等について市が定め

たものをいう。  

⑷ 物品  デザイン等を使用した商品、景品、商品等のパッケージ及びこれ

らに準ずるものをいう。  

⑸ 広告物 常時又は一定の期間継続して、公衆に表示されるものであって、

デザイン等を使用した看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、

広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びに

これらに類するものをいう。  

⑹ 課 次に掲げるものをいう。  ア  市川市行政組織規則（平成１１年

規則第６号。以下「組織規則」という。）第２条第１号に規定する本庁機

関の課及び担当室  

  イ 組織規則第２条第２号に規定する外部機関（大柏出張所、東山魁夷記

念館、動植物園、市川駅行政サービスセンター、クリーンセンター及び

南行徳市民センターに限る。以下このイにおいて「特定外部機関」とい

う。）及び同号に規定する外部機関（特定外部機関及び保健センターを除

く。）に所属する課  



 

ウ 組織規則第３６条第２項に規定する健康支援課及び疾病予防課  

  エ 市川市会計管理者補助組織設置規則（平成１５年規則第２２号）第１

条に規定する会計課  

  オ 市川市教育委員会事務局等組織規則（昭和５３年教育委員会規則第１

号）第３条第１項に規定する課、同条第２項に規定する担当室及び同条

第３項に規定する組織のうち職務の級が７級である職員が置かれている

もの  

 

  カ 市川市消防局組織規則（昭和４０年規則第１５号）第２条に規定する

課 

  キ 市川市議会事務局処務規程（昭和４９年議会規程第１号）第２条に規

定する庶務課及び議事課  

  ク 市川市選挙管理委員会規程（昭和３４年選挙管理委員会規程第１号）

第１５条に規定する事務局  

  ケ 市川市監査委員に関する条例（平成３年条例第２６号）第５条に規定

する監査委員事務局  

  コ 市川市農業委員会事務局規程（昭和３２年農業委員会公示第１２号）

第１条に規定する事務局  

 ⑺ 部  次に掲げるものをいう。  

  ア 市川市行政組織条例（昭和４９年条例第３９号）第２条に規定する部

及び室  

  イ 市川市役所支所設置条例（昭和３０年条例第１号）第１条に規定する

支所  

  ウ 市川市教育委員会事務局等組織規則（昭和５３年教育委員会規則第１

号）第３条に規定する部  

  エ 市川市消防本部及び消防署条例（昭和４０年条例第３１号）第２条に

規定する市川市消防局 

 （事業キャラクター等の作成に係る立案等）  

第３条 事業キャラクター等の作成に係る立案（次項及び第３項において「立

案」という。）は、当該事業キャラクター等に係る事業の所管課において行う



 

ものとする。  

２ 立案に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。  

 ⑴ 事業キャラクター等を作成する目的を明確にするとともに、当該事業キ

ャラクター等を作成する必要性及び事業の効果が上がるかどうかを十分検

討すること。  

 ⑵ 事業キャラクター等を作成することにより、第三者の権利を侵害し、又

は侵害するおそれがないかどうかを確認すること。  

 

 ⑶ 事業キャラクター等が他の部又は課に関わる場合にあっては、当該部又

は課と協議をすること。  

３ 立案をしようとする所管課の長（以下「所管課長」という。）は、次に掲げ

る書類を所管課が属する部の長（以下「所管部長」という。）に提出し、事業

キャラクター等の作成について所管部長の決裁を受けなければならない。  

 ⑴ 企画書  

 ⑵ 事業キャラクター等の概要  

 ⑶ その他所管部長が必要と認める書類 

４ 所管部長は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類を審

査し、事業キャラクター等を作成するかどうかを決定するものとする。  

 （事業キャラクター等の作成）  

第４条 所管課長は、前条第４項の規定により事業キャラクター等を作成する

旨の決定を受けたときは、当該決定がされた事業キャラクター等を作成する

ものとする。  

 （商標登録出願）  

第５条 所管課長は、作成された事業キャラクター等について権利を保全する

必要があると認めるときは、所管部長の決裁を受けて商標登録出願を行うも

のとする。  

 （事業キャラクター等登録台帳への登録）  

第６条 所管課長は、事業キャラクター等を作成し、必要があると認めるとき

は、市川市事業キャラクター等届出書（様式第１号）に次に掲げる書類を添

付して、広報広聴課長に届け出るものとする。  



 

 ⑴ 事業キャラクター等のイラスト、写真その他の事業キャラクター等が確

認できる書類  

 ⑵ 事業キャラクター等を使用する商品その他これに類するものがある場合

にあっては、当該商品その他これに類するものが確認できる写真  

 ⑶ 商標登録を受けた事業キャラクター等にあっては、商標登録を受けてい

ることが確認できる書類  

 ⑷ 事業キャラクター等に関する要領その他これに類する定めがある場合に

あっては、当該要領その他これに類する定めの写し  

 ⑸ その他広報広聴課長が必要と認める書類  

２ 広報広聴課長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る

事業キャラクター等を市川市事業キャラクター等登録台帳（様式第２号。以

下「台帳」という。）に登録するものとする。  

３ 前項の規定により台帳に登録された事業キャラクター等は、この要綱の定

めるところにより事業キャラクター等として使用することができるものとす

る。  

 （登録の抹消等）  

第７条 台帳に登録された事業キャラクター等の登録を抹消しようとする所管

課長は、市川市事業キャラクター等登録台帳抹消届出書（様式第３号）によ

り広報広聴課長に届け出るものとする。  

２ 広報広聴課長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、台帳

から当該届出に係る事業キャラクター等の登録を抹消するものとする。  

３ 台帳から登録を抹消した事業キャラクター等は、事業キャラクター等とし

て使用してはならない。  

 （デザイン等の管理）  

第８条 デザイン等の管理は、所管課において行うものとする。  

（デザイン等の使用に関する手続）  

第８条の２ 他の要綱等で使用に関する手続等が定められているデザイン等を

除き、デザイン等の使用に係る手続その他のデザイン等の使用に関し必要な

事項は、次条から第２１条までに定めるところによる。  

  （デザイン等の使用の申込み）  



 

第９条 デザイン等の使用を申し込もうとするもの（以下「申込者」という。）

は、あらかじめ、市川市事業キャラクター等デザイン等使用申込書（様式第

４号。第１２条第１項において「使用申込書」という。）に、企画書、申込者

の概要が分かる書類、誓約書（様式第５号）その他市長が必要と認める書類

を添えて、市長に提出し、その許諾を得なければならない。   

２ 市長は、前項の規定による申込みについて、必要があると認めるときは、

申込者に対し、書類の修正又は資料の提出を求めることができる。  

 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、市長

の許諾を要しない。ただし、デザイン等の使用の目的に販売の目的が含まれ

る場合にあっては、この限りでない。  

⑴ 本市が使用するとき。  

⑵ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校が教育の

目的で使用するとき。 

⑶ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条第２項に規定する家

庭的保育事業等を行う事業所、第３９条第１項に規定する保育所、児童福

祉法第５９条第１項に規定する施設のうち同法第３９条第１項に規定す

る業務を目的とする保育機能施設が保育の目的で使用するとき。  

⑷ 就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号）第３条第１項又は第３項の認定を受けた施設、 

同条第１０項の規定による公示がされた施設  及び幼保連携型認定こども

園が教育並びに保育の目的で使用するとき。  

⑸ 報道機関が報道又は広報の目的でデザイン等を使用するとき。  

⑹ 著作権法（昭和４５年法律第４８号）第３０条の規定による私的使用の

範囲に該当するとき。 

⑺ その他市長が特に必要と認めたとき。 

 （デザイン等の使用の許諾）  

第１０条  市長は、前条第１項の規定による申込みがあったときは、その内容

が次の各号のいずれかに該当するときを除き、デザイン等の使用を許諾する

ものとする。  



 

 ⑴ 本市の信用若しくは品位を傷つけ、又は本市が行う事業の正しい理解の

妨げになるおそれがあるとき。  

 ⑵ 事業キャラクター等又は本市が行う事業のイメージを損なうおそれがあ

るとき。  

 ⑶ 自己の商標又は意匠とする等、独占的に利用し、又は利用するおそれの

あるとき。  

 ⑷ 法令に違反し、又は違反するおそれがあるとき。  

⑸ 公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれがあるとき。  

 ⑹ 第三者の利益を害するおそれがあるとき。  

 ⑺ 特定の個人、企業、政党若しくは宗教団体を支援するものであるとき、

又はこれらを支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、若しくは

与えるおそれがあるとき。  

 ⑻ 特定の政治、思想若しくは宗教を支援し、又は支援しているような誤解

を与えるおそれがあるとき。  

⑼ 申込者の役員等（個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与し

ている者を、申込者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所

の代表者その他経営に実質的に関与している者を、申込者が法人以外の団

体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下同じ。）若しくは暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなく

なった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）であると認められ

るとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると

認められるとき。  

⑽ 申込者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、

又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等（暴力団及び暴力団員

等並びに暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同

じ。）を利用するなどしていると認められるとき。  

⑾ 申込者の役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供



 

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく

は関与していると認められるとき。  

⑿ 申込者の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められるとき。 

⒀  申込者の役員等が、暴力団、暴力団員等又は前４号のいずれかに該当す

る法人等（法人その他の団体又は個人をいう。）であることを知りながら、

これを不当に利用するなどしていると認められるとき。  

⒁ 申込者が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３

年法律第１２２号）第２条に定める営業（同条第１項第５号に規定する営

業を除く。次号において同じ。）を行うものであるとき。  

⒂ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に定める営業

若しくは当該営業に関する広告等に使用されるおそれがあるとき又は当

該営業を行う者その他の者が当該営業に係る商品等を販売するとき。  

⒃ デザイン等をこの要綱及びデザインガイドマニュアルに従って使用しな

いおそれがあるとき。 

 ⒄ 不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。 

 ⒅ 本市が行う事業又は市長が認めるこれに関連する事業を推進する上で支

障となるおそれがあるとき。  

⒆ 前条第２項の規定による修正の求めに応じないとき。  

 ⒇ その他市長が公益上又は著作権若しくは商標権の管理上の観点から使用

について不適当と認めるとき。  

２ 市長は、デザイン等の使用を許諾したときは、市川市事業キャラクター等

デザイン等使用許諾通知書（様式第６号。第１２条第１項において「使用許

諾通知書」という。）により、申込者に通知するものとする。  

３ 市長は、デザイン等の使用の許諾に際し、条件を付することができる。  

４ 市長は、デザイン等の使用を許諾しないときは、市川市事業キャラクター

等デザイン等使用不許諾通知書（様式第７号）により、申込者に通知するも

のとする。  

（デザイン等使用料） 

第１１条  デザイン等を使用する際の料金（以下「デザイン等使用料」という。）



 

は、無料とする。ただし、市長は、その性質上有料とする必要があると認め

るときは、市長が定める額のデザイン等使用料を納付させることができる。 

 （デザイン等の使用期間）  

第１２条  デザイン等の使用期間は、１年を限度として、市長が使用申込書の

内容により定めるものとする。この場合において、市長は、当該使用期間を

使用許諾通知書に記載するものとする。  

２ 前項に規定する使用期間の満了後においても、引き続きデザイン等を使用

しようとするものは、改めて第９条第１項の規定による申込みを行い、市長

の許諾を得なければならない。  

 （許諾内容の変更の申込み等）  

第１３条  デザイン等の使用の許諾を受けたもの（以下「使用者」という。）は、

その許諾を受けた内容を変更しようとするときは、市川市事業キャラクター

等デザイン等使用内容変更申込書（様式第８号）を市長に提出し、その許諾

を得なければならない。  

２ 市長は、デザイン等の使用の許諾の内容について変更することを許諾する

ときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変更許諾通知書（様

式第９号）により、使用者に通知するものとする。  

３ 市長は、デザイン等の使用の許諾の内容について変更することを許諾しな

いときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変更不許諾通知書

（様式第１０号）により、使用者に通知するものとする。  

（遵守事項）  

第１４条  使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

⑴ 許諾された内容に従いデザイン等を使用すること。  

⑵ デザインガイドマニュアルに従ってデザイン等を使用すること。  

⑶ デザイン等を使用する権利又はデザイン等若しくはデザイン等を使用す

る物品を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。ただし、販売を目的とし

てデザイン等を使用する場合において行う当該物品の販売については、こ

の限りでない。  

⑷ デザイン等を使用する物品には、本市の事業キャラクター等であること、

事業キャラクター等の名称及び使用許諾通知書に記載された使用許諾番



 

号を明示し、それ以外の名称を使用しないこと。デザイン等を使用する広

告物、サービス等を提供する場合についても、同様とする。  

⑸ デザイン等を使用する物品は、本市が製造又は販売をする物品であると

誤認されるおそれがないよう配慮すること。デザイン等を使用する広告物、

サービス等サービスを提供する場合についても、同様とする。 

⑹ デザイン等を使用する物品の製造を第三者に委託する場合は、受託者が

この要綱及び使用の許諾の内容に違反することがないよう必要かつ適切

な監督を行うこと。デザイン等を使用する広告物、サービス等の提供を第

三者に委託する場合についても、同様とする。  

⑺ 許諾に際して、デザイン等が商品の品質を保証するものではないことを

記載すること等の条件が付された場合には、当該条件に従うこと。  

⑻ 許諾に係る物品の完成品については、その使用前に速やかに市長に提出

し、承諾を受けること。ただし、完成品の提出が困難と市長が認めるもの

については、その写真の提出をもって完成品の提出に代えることができる

こと。  

⑼ 市長が前号の規定により提出された完成品が適正でないと認め、是正を

求めたときは、速やかにこれに応じ、市長の承諾を受けること。この場合

において、是正に要する費用は、使用者が負担すること。  

⑽ デザイン等について、許諾された用途のみで使用し、デザイン等の使用

に係る対象物について、商標登録、意匠登録等、知的財産に関する一切の

権利を新たに設定し、又は登録しないこと。  

⑾ 本市から貸与を受けたデザイン等があるときは、デザイン等の使用期間

終了後は、速やかに、当該デザイン等を本市に返却すること。 

⑿ 市長の求めに応じ次条第８項の規定による資料の提出若しくは報告をし、

又は市長が行う同項の規定による調査に協力すること。  

（使用禁止、許諾の解除等）  

第１５条  市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に

その是正を求めるものとする。  

⑴ 第１０条第１項各号のいずれかに該当することとなったとき。  

⑵ 使用者が第１０条第３項の条件、第１２条第２項、第１３条第１項又は



 

前条の規定その他使用の許諾の内容に違反したとき。  

⑶ 第１１条ただし書に規定するデザイン等使用料を市長が指定した期限ま

でに納付しないとき。 

⑷ デザイン等に関する本市の権利の行使に支障が生じたとき。  

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、デザイン等の使用の全部

若しくは一部を禁止し、又は使用の許諾を解除することができる。  

⑴ 前項の規定による是正の求めによってもなお是正されないとき、又は是

正される見込みがないと認めるとき。  

⑵ 前項各号いずれかに該当する場合で、緊急を要するとき。 

⑶ 使用者が虚偽その他不正な手段により使用の許諾を得たとき。  

⑷ その他市長がデザイン等の使用を不適当と認めるとき。  

３ 市長は、前項の規定により、デザイン等の使用を禁止し、又は使用の許諾

を解除するときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用禁止・使用許

諾解除通知書（様式第１１号）により、使用者に通知するものとする。  

４ 前項の規定により使用の許諾を解除する旨の通知を受けたものは、その日

以後、当該解除に係るデザイン等又はデザイン等を使用する物品若しくはデ

ザイン等を使用するサービスを使用、配布、掲示、販売、提供等をしてはな

らない。ただし、市長が事業キャラクター等を適正に管理する上で支障がな

いと認める場合は、この限りでない。  

５ 市長は、前項に規定するものに対して、使用の許諾の解除に係るデザイン

等又はデザイン等を使用する物品の回収その他の措置を講ずるよう求めるこ

とができる。この場合において、当該デザイン等又はデザイン等を使用する

物品の回収等使用の許諾の解除に伴い発生する一切の費用は、使用の許諾を

解除されたものが負担するものとする。  

６ 市長は、第１項各号のいずれかに該当する事実があったことにより市に損

害が生じたときは、使用者に対して損害賠償の請求をするものとする。  

７ 市は、第２項の規定による使用の禁止又は使用の許諾の解除により使用者

に生じた損害について、一切の責任を負わない。  

８ 市長は、使用者に対し、デザイン等の使用状況、デザイン等を使用する物

品、デザイン等を使用するサービスの提供等について資料の提出若しくは報



 

告をさせ、又は調査することができる。  

（利用の非独占性等） 

第１６条  この要綱による使用の許諾は、使用者が自己の商標又は意匠とする

等、独占して事業キャラクター等を使用する権利を付与し、及び商品、使用

者等について市の推奨を行うものではない。  

（経費等の負担）  

第１７条  市は、この要綱による使用の許諾の申込み若しくはその変更の申込

みに要した費用及びデザイン等の使用の実施に係る経費又は役務を負担しな

い。  

（責任の制限等）  

第１８条  市は、使用者がデザイン等の使用により第三者との間に紛争を生じ、

損害の賠償、損失の補償等を求められた場合であっても、一切の責任を負わ

ない。  

２ 使用者又は第１５条第２項の規定により使用の許諾を解除されたものは、

デザイン等の使用に際し、故意又は過失によって市に損害を与えたとき又は

第１４条第５号の受託者の行為により市が損害を受けたときは、これによっ

て生じた損害を市に賠償しなければならない。  

（使用許諾の状況等の公表）  

第１９条  市長は、広く本市が行う事業及び事業キャラクター等の普及啓発を

図る観点から、デザイン等の使用の許諾の状況等を随時公表することができ

るものとする。  

（事務処理）  

第２０条  事業キャラクター等の作成、届出及び使用の許諾に関する事務は所

管課において、事業キャラクター等の登録に関する事務は市長公室広報広聴

課において処理する。 

（補則）  

第２１条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則  

（施行期日）  



 

１ この要綱は、平成２６年９月１日から施行する。  

 （この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等に関する経過措置）  

２ この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等については、平成２６

年９月３０日までに広報広聴課長に市川市事業キャラクター等届出書を提出

し、台帳に登録を受けることができる。この場合において、当該登録を受け

た事業キャラクター等で、この要綱の施行の際現にその使用の許諾がされて

いるものは、第１０条第１項の規定により使用の許諾を得たものとみなす。 

附 則  

 この要綱は、令和４年３月４日から施行する。  

附 則  

 この要綱は、令和６年１月２２日から施行する。  

附 則  

 この要綱は、令和８年５月２６日から施行する。  

 



 

  様式第１号（第６条関係）  

市川市事業キャラクター等届出書  

年  月   日  

 広報広聴課長  

届出者 （所属部署名）        

（所属長名）         

  事業キャラクター等を作成したので、下記のとおり届け出ます。  

記 

事業キャラクター等

の名称  

 

概要（作成目的、活動

内容等できるだけ詳

しく記載してくださ

い。）  

 

作成年月日      年  月   日  

デザイン等の種類  １ イラスト ２  写真 ３  着ぐるみ  

４ その他（             ）  

商標登録の有無  １ 有 （    年  月   日登録） 

２ 予定（    年  月   日登録予定）  

３ 無  

デザイン等の使用の

可否  

１ 可  

使用可能な種類に☑してください。  

□イラスト、□写真、□着ぐるみ、  

□その他（             ） 

２ 不可  

デザイン等使用料の

有無  

１ 有  

２ 無  

  添付書類  

   ⑴ 事業キャラクター等のイラスト、写真その他の事業キャラクター等

が確認できる書類  

   ⑵  事業キャラクター等を使用する商品その他これに類するものがある

場合にあっては、当該商品その他これに類するものが確認できる写真  

   ⑶  商標登録を受けた事業キャラクター等にあっては、商標登録を受け

ていることが確認できる書類  

   ⑷  事業キャラクター等に関する要領その他これに類する定めがある場

合にあっては、当該要領その他これに類する定めの写し  

   ⑸  その他広報広聴課長が必要と認める書類



 

様式第２号（第６条関係）  

市川市事業キャラクター等登録台帳  

番号  
登録  

年月日  
名称  

概要（作成目的、活動

内容等）  

作成  

年月日  

デザイン

等の種類  

商 標 登

録 の 有

無 

デ ザ イ

ン 等 の

使 用 の

可否  

デ ザ イ

ン 等 使

用 料 の

有無  

所管部署  備考  

   

 

 

        

   

 

 

        

   

 

 

        

   

 

 

        

   

 

 

        



 

様式第３号（第７条関係）  

市川市事業キャラクター等登録台帳抹消届出書  

年  月   日  

 広報広聴課長  

届出者 （所属部署名）        

（所属長名）         

 

  事業キャラクター等の登録を抹消したいので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

事業キャラクター等の

名称  

 

抹消希望年月日      年  月   日  

登録の抹消を希望する

理由（できるだけ詳しく

記載してください。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考  台帳から登録を抹消した事業キャラクター等は、事業キャラクター

等として使用することができません。  



 

様式第４号（第９条関係）  

市川市事業キャラクター等デザイン等使用申込書  

年  月   日  

 市川市長  

 申込者  住所（所在地）             

     氏名（名称及び代表者名）   （印または自署）  

 

   デザイン等を使用したいので、下記のとおり申し込みます。  

記 

使用事 業キ ャラク

ター等の名称  

 

使用し たい デザイ

ン等の種類  

１ イラスト ２  写真 ３  着ぐるみ  

４ その他（             ）  

使用対 象物 品又は

サービス  

 

使用目的  ※ 事業概要等できるだけ詳しく記入してください。 

 

 

使用方法  ※ 種類・名称・規格等できるだけ詳しく記入してく

ださい。  

 

使用期間      年  月   日～    年   月  日  

使用場所   

使用対象物数量   

担当者連絡先  部署名等：  

職・氏名：  

電話番号：  

メールアドレス：  

  添付資料  

   ⑴  企画書（レイアウト、設計図、使用方法等が分かるもの） 

   ⑵  申込者の概要が分かる書類（パンフレット等）  

   ⑶  誓約書（様式第５号）  

   ⑷  その他市長が必要と認める書類 



 

様式第５号（第９条関係）  

 

 

 

誓約書  

 

 

 

 私は、市川市事業キャラクター等の作成時に関する要綱第１０条のいずれか

に該当することはしないこと、及びこれら該当すると認められることをしたと

きは、直ちに、是正又は使用を中止すること、並びに当該要綱第１４号の事項

を遵守すること、及びこれらの事項のいずれかに違反したときは、直ちに、是

正又は使用を中止することを誓約いたします。  

 

 

 

氏名（名称及び代表者名）        （印または自署） 

 

 



 

様式第６号（第１０条関係）  

 

市川市事業キャラクター等デザイン等使用許諾通知書  

年  月   日  

       様  

市川市長          印  

 

    年   月    日付けで申込みのあった市川市事業キャラク

ター等のデザイン等の使用について、下記のとおり許諾します。  

 

記 

 

使用許諾番号   

使用事 業キ ャラク

ター等の名称  

 

使用デ ザイ ン等の

種類  

１ イラスト ２  写真 ３  着ぐるみ  

４ その他（             ）  

使用対 象物 品又は

サービス  

 

使用目的   

 

 

使用方法   

 

 

使用期間      年  月   日～    年   月  日  

使用場所   

使用対象物数量   

デザイン等使用料   

使用許諾の条件  
市川市事業キャラクター等の作成時に関する要綱第１０条のいずれ
かに該当することはしないこと、及びこれら該当すると認められるこ

とをしたときは、直ちに、是正又は使用を中止すること、並びに当該
要綱第１４号の事項を遵守すること、及びこれらの事項のいずれかに
違反したときは、直ちに、是正又は使用を中止すること  



 

様式第７号（第１０条関係）  

 

市川市事業キャラクター等デザイン等使用不許諾通知書  

年  月   日  

       様  

市川市長          印  

 

    年   月    日付けで申込みのあった市川市事業キャラク

ター等デザイン等の使用については、下記のとおり許諾しません。  

 

記 

 

許諾しない対象   

 

 

 

 

 

許諾しない理由   

 

 

 

 

 

 



 

様式第８号（第１３条関係）  

市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変更申込書  

年  月   日  

 市川市長  

 申込者  住所（所在地）             

     氏名（名称及び代表者名）    （印または自署） 

 

       年    月   日付けで行った市川市事業キャラクター等デ

ザイン等の使用申請事項について、下記のとおり変更したいので、申し込

みます。  

記 

 

使用許諾番号   

使用事 業キ ャラク

ター等の名称  

 

変更内容  ※ できるだけ詳しく記入してください。 

 

 

 

 

 

変更理由  ※ できるだけ詳しく記入してください。 

 

 

 

 

 

担当者連絡先  部署名等：  

職・氏名：  

電話番号：  

メールアドレス：  



 

様式第９号（第１３条関係）  

 

市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変更許諾通知書 

年  月   日  

       様  

市川市長          印  

 

    年   月    日付けで申込みのあった市川市事業キャラク

ター等デザイン等の使用内容の変更について、下記のとおり許諾します。 

 

記 

 

使用許諾番号   

使用事 業キ ャラク

ター等の名称  

 

許諾する変更内容   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考  許諾する変更内容について、市川市事業キャラクター等デザイン等

使用許諾通知書（様式第６号）による使用許諾の条件（禁止事項及び遵

守事項）を守ること。 



 

様式第１０号（第１３条関係）  

 

市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変更不許諾通知書  

年  月   日  

       様  

市川市長          印  

 

    年   月    日付けで申込みのあった市川市事業キャラク

ター等デザイン等の使用内容の変更については、下記のとおり許諾しませ

ん。  

 

記 

 

使用許諾番号   

使用事 業キ ャラク

ター等の名称  

 

許諾し ない 変更内

容 

 

 

 

 

 

 

許諾しない理由   

 

 

 

 

 

 



 

様式第１１号（第１５条関係）  

 

市川市事業キャラクター等デザイン等使用禁止・使用許諾解除通知書  

年  月   日  

       様  

市川市長          印  

 

市川市事業キャラクター等の作成等に関する要綱第１５条第２項第  

号の規定により、市川市事業キャラクター等のデザイン等の使用の（全部

・一部）について（使用を禁止・使用許諾を解除）したので、通知します。 

 

記 

 

使用許諾番号   

使用事 業キ ャラク

ター等の名称  

 

使用禁 止又 は使用

許諾解除の内容  

 

 

 

 

 

 

使用禁 止又 は使用

許諾解除の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 


